
個人事業主の場合

変更項目 変更届 登記事項証明書※1 身分証明書 委任状
債権者登録
(口座振替払)申請書

その他

商号・名称の変更 ○ ○

代表者の変更※2 ○ ○ ○
登記されていな
いことの証明書

住所変更 ○ ○
電話・FAX番号
メールアドレスの変更

○

金融機関・口座の変更 ○ ○
使用印鑑の変更 ○ ○
廃業 ○ 閉鎖事項証明書
許可業種の変更 ○ 許可証明書の写し※3

本店登録の場合

変更項目 変更届 登記事項証明書※1 身分証明書 委任状
債権者登録
(口座振替払)申請書

その他

商号・名称の変更 ○ ○ ○
代表者の変更※2 ○ ○ ○
住所変更 ○ ○ ○
電話・FAX番号
メールアドレスの変更

○

金融機関・口座の変更 ○ ○
使用印鑑の変更 ○ ○
廃業 ○ 閉鎖事項証明書
許可業種の変更 ○ 許可証明書の写し※3

入 札 参 加 資 格 申 請 変 更 届 一 覧 表



変更項目 変更届 登記事項証明書※1 身分証明書 委任状
債権者登録
(口座振替払)申請書

その他

本店の商号・名称の変更 ○ ○ ○
本店代表者の変更※2 ○ ○ ○
本店の住所変更 ○ ○
本店の使用印鑑の変更 ○
支店の商号・名称の変更 ○ ○ ○
支店受任者の変更※2 ○ ○ ○
支店の住所変更 ○ ○ ○
支店の使用印鑑の変更 ○ ○ ○
電話・FAX番号
メールアドレスの変更

○ ○

金融機関・口座の変更 ○ ○ ○
廃業 ○ ○ 閉鎖事項証明書
許可業種の変更・追加 ○ ○ 許可証明書の写し※3

法人格・登録店等の変更

変更項目 変更届 登記事項証明書※1 身分証明書 委任状
債権者登録
(口座振替払)申請書

その他

本店から支店への変更 ○ ○ ○
支店から本店への変更 ○ ○
支店から他支店への変更 ○ ○ ○
個人から法人への変更 ○ ○ ○
法人から個人への変更 ○ ○ ○
※1 登記事項証明書は現在事項、履歴事項のどちらも可とする

※3 許可が必要なもののみ必要

・変更届及び委任状については、任意様式も可とする。
・各種証明書の提出は、写しでも可とする。
・各種証明書は、発効日が3か月以内であること。

支店（事業所、営業所など）登録の場合

※2 代表者、受任者の変更には職名の変更も含みます
   例：取締役社⻑から代表取締役への変更、支店⻑から所⻑への変更


